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公益財団法人東京都私学財団退職資金事業部
〒162-0823   東京都新宿区神楽河岸１－１
                                    セントラルプラザ１１階

退職金Q＆A

Ｑ１
退職金は誰が支給するの？

Ｑ２
私たちが勤務する学校は退職
金を支給するためにどのような
準備をしているのですか？

Ｑ３
東京都私学財団に学校が加入
することは義務ですか？

Ｑ４
東京都私学財団に学校が加入
していれば教職員全体が東京
都私学財団の退職資金の対象
になるのですか？

Ａ１
あなたが勤務する私立学校の
設置者です。

Ａ２
私立学校は、私学財団に負担
金を納めるなどの準備をしてい
ます。

Ａ３
任意です。

Ａ４
学校が加入していても教職員全員を
対象にするかは、学校が決めます。
なお、財団の届出対象となる教職員
は、原則、週５日以上勤務する常勤
教職員です。

Ｑ５
なぜ、退職資金は補助金が入っ
ているのですか？

Ａ５
みなさまが勤務されている私立学校
は、公教育の一翼を担っているからで
す。


